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は　じ　め　に

　個別職業紹介とサポート（Individual Placement and 

Support：IPS）は，本邦の精神障害者向け就労支援の基本

形である train‒place model（train＝訓練，place＝就職）

に対して，米国で 1990年代以降開発され実践された

place‒train modelに基づいた就労支援である7,8）．従来型の

train‒place modelは，重度精神障害者のストレス脆弱性仮

説に基づいて，ストレス耐性を高めるために，指導のもと

で段階的な軽作業を続ける訓練を経たのち就職に挑戦する

ことを基本とする就労支援である2）．結果的に支援者が作
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　個別職業紹介とサポート（Individual Placement and Support：IPS）は，本邦の主流

である train—place（train＝訓練，place＝就職）model 就労支援に対して，米国で 1990

年代以降開発された重度精神障害者を対象にした place—train model 就労支援である．

Place—train model 就労支援では，就労前訓練を必須とせず，一般企業での就労を早期に

めざし，実際の職場で働くことをもって訓練とし，就職後も個別に利用者と雇用主に支援

を提供する．IPS は，従来型の就労支援と比べ，約 2.5 倍，利用者の 50～60％の一般企

業への就労を可能にする．1980 年代末まで，米国においても重度精神障害者に提供され

る就労支援は，主として sheltered workshops（作業所）などの train—place model の保

護的就労であった．その後，障害者雇用や，税制上の優遇制度などが導入されたが，保障

に依存する者を増やすリスクも指摘され，一般企業への就職と定着を目的とする援助付き

雇用といわれる支援が推奨されるようになった．同時期，ソーシャルワークから勃興した

リカバリー理論やストレングスモデルが普及し，当事者の好みやストレングスを尊重しな

がらも，エビデンスに基づいた援助付き雇用として開発されたのが IPS である．したがっ

て，IPS では利用者—支援者の関係性は，インフォームドコンセントより共同意思決定

（shared decision making：SDM）が重視される．先進国で制度化が進むなか，本邦では

まだ IPS は制度化されていないが，現代社会において，地域との共生，スティグマの解

消，多様な労働機会の提供を実現しようとする流れのなか，本邦で IPS が求められ，普及

することは必然と考えられる．

索引用語	 IPS，普及，障害者の就労支援，リカバリー理論，SDM
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業場を設け，そこに重度精神障害者が通所するという，集

団通所型就労支援の形態をとる．本邦の精神科デイケア，

就労継続支援事業，就労移行支援事業などで提供されてい

る支援はおおむねこの形態をとるが，最終ゴールの一般就

労まで至らないか，それを実質的なゴールとしていないこ

とが多い3）．

　Place‒train modelは，一般企業での就労を早期にめざ

し，実際の職場で働くことをもって訓練とし，就職後も個

別に支援を提供するという，いわゆる supported employ-

ment（援助付き雇用）の支援形態をとる3）．この場合，就

職前の段階的な訓練は必須とせず，まず本人の希望や特性

にマッチングした職場に就職することを優先する．援助付

き雇用のなかでも，エビデンスに基づき，重度精神障害者

を対象とする就労支援として考案されたのが IPSである．

IPSの支援条件，アウトカムは臨床研究で丁寧に検証され

ており，現行の IPSは 8つの基本原則に基づいて実践する

ことが推奨されている．図 1を参照していただきたいが，

IPSの特徴には，除外基準を設けず就労を希望する者には

誰にでも個別支援を提供すること，訓練を経ずに早期に就

職活動を開始すること，本人の好みやストレングスを重視

しそれにマッチングする職場を地域で開拓すること，就職

後は本人だけでなく雇用主にも支援を提供することなどが

含まれる．

　IPSは米国で開発され，まず米国内で普及が進んだが，

その後いくつかの先進国において制度化された3,7,8）．本邦

ではまだ制度化はされていないが，20を超える医療機関，

あるいは福祉事業所ですでに実践されている9）．本邦でも

欧米と同様の高い一般就労率を示すことが確認されており

（従来型の就労支援と比べ約 2.5倍，50～60％の就労率），

国別でその効果に大きな差異がないといわれている4,9）．

　現在のグローバル社会では，情報，価値観の共有が迅速

に進むようになったが，この変化は医療，福祉にも少なく

ない影響を与えている．国による制度や国民性の違いはあ

るにせよ，精神保健分野においては，リカバリー理論や当

事者中心の支援などは共通の価値観として認識されつつあ

る．本稿では，主に IPSの歴史を紹介することを目的とす

るが，単に IPSの知識の提供にとどまらず，IPSの歴史を

たどることで精神医療・福祉分野にかかわるわれわれが，

今どのような価値観のムーブメントのなかにいるか確認

し，今後の本邦での精神医療・福祉の実践においてあるべ

き方向性について一考を喚起する機会になればと願う．

Ⅰ．米国における初期の精神障害者就労支援

1．	保護的就労

　米国の障害者の就労支援は 1900年代初期に，復員軍人

を対象に始まったといわれている．1935年に制定された

『社会保障法』にてその対象は一般市民にも広げられ，

特集　林：IPS の開発と導入

導入 求職活動 就労継続

②クライアントの好みやストレングスを尊重
 （SDMを重視し，支援内容や選択は本人の価値観を尊重）

④一般就労を重視（誰でも申し込みができ，最低賃金以上で，
　一般の人と同じ業務．勤務時間や日数は問わない）

⑤計画的な職場開拓と雇用主支援（個人にマッチングした
　職場を地域で開拓．就職後は雇用主にも支援を提供）

⑥就労後の継続支援（期限を定めない支援，しかし自立，
　支援からの卒業をめざす）

⑦保障計画（就労の保障や収支に与える影響について個別相談する）

⑧就労支援と精神保健サービスの統合（医療スタッフとの緊密な連携）

③迅速な
　職探し

（就労前準備
訓練なし）

①除外基準
　なし
｢IPSを希望
するすべて
のクライア
ントに利用
資格がある｣

図 1　IPS の 8原則
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1943年に採択された『Barden‒LaFollette Act』にて，精神

障害者も就労支援の対象者として認定された．しかし，こ

の法案の効果がより鮮明になったのは 1950年代以降の脱

施設化により多くの精神障害者が地域に移行してからで

あった．1980年代末までは，主として精神障害者に提供さ

れた支援は保護的就労で，sheltered workshops（作業所），

あるいは institutional work（院内作業）や work enclaves

（企業内作業所，ワークステーション）と呼ばれる施設内

就労が主体であった．その後，デイケア内の作業も導入さ

れた3,4）．

2．	心理社会的リハビリテーションとしての就労支援

　1980年代から地域精神保健センターが米国各地で設立

され，センターを主体とした心理社会的リハビリテーショ

ンが提供されるようになった．ニューヨーク州の Fountain 

Houseはそのなかでも過渡的就労プログラム（transitional 

employment program）を導入し1），あくまでも心理社会的

リハビリテーションとしてだが，短期間のアルバイト就労

を一般企業で行うという先駆的取り組みを導入し，この活

動は他の精神保健センターでも取り入れられるという流れ

が生まれた．1990年代に入ると，いくつかの就労支援モデ

ルが提唱され，実践されるようになる．技能訓練や就労適

性評価を重視したものや，就職活動のみに特化したもの，

包括型地域生活支援プログラム（assertive community 

treatment：ACT）内で行う就労支援などである．しかし

これらのいずれのアプローチも一般就労への効果は臨床研

究では証明されなかった2,13）．

Ⅱ．IPS の構造形成に影響を与えた因子

　続いて1990年代，IPSを含む援助付き雇用が黎明期を迎

えた．援助付き雇用の導入促進因子は複数挙げられ，制度

上の課題，精神保健モデルの進歩，地域精神保健アプロー

チの進歩，精神保健分野における効果検証研究の進歩，治

療の進歩，多面的な普及活動など多岐にわたる．一例とし

て，表に IPSが最も早く導入されたベルモント州の精神保

健の変遷と IPSの導入に至る経過をまとめた．IPSの普及

には，治療・支援内容，支援環境，当事者の立場，治療者‒

当事者関係など，複数の要因の変化が影響していることが

よくわかる．以下 IPSの導入に影響した因子を紹介する

が，精神保健分野における効果検証研究の進歩については

本特集の別稿に譲る．

1．	制度上の問題

　『社会保障法』や『Barden‒LaFollette Act』にて精神障

害者は就労支援の対象者に含まれたが，より統率され，実

効性の高い支援が障害者に提供される契機になったのは，

1973年の『リハビリテーション法（Rehabilitation Act of 

1973）』の議決である．この法律のもと，各州に精神障害

も含む障害者の就労支援の促進，普及，監督を行う職業リ

ハビリテーション局（Vocational Rehabilitation Office）

の開設が義務づけられた．これを契機に，障害者雇用や，

賃金の一時補填，税制上の優遇など，障害者の就労を保障

する制度が多く導入された．しかし，皮肉にもこれらの公

的支援は必ずしも一般就労者（≒納税者）を増やすという

当初の目的を満足させるものではなく，逆に保障に依存す

る者を増やすリスクも指摘された．そこで，1986年に『リ

ハビリテーション法』が改正され，そのなかで一般企業へ

の就労とその後の職場定着支援を担保する supported 

employmentが推奨され，援助付き雇用の普及を後押しし

た14,16）．

2．	精神保健モデルの進歩

　先に述べた，心理社会的リハビリテーションから生まれ

た就労支援では，就労前評価に特化しすぎるなどの課題が

後に指摘されたが，就労支援において当事者の好みや希望

を尊重するという新しい概念を吹き込む契機になった5）．

さらにソーシャルワークから発生したリカバリー理論やス

トレングスモデルは15），これまで精神障害者の病態や機能

障害に焦点をあててきた医学的視点に変化を与え，当事者

の健全な部分や能力を活かすという考えを喚起した．この

発想の転換は精神障害者の就労支援に大きなパラダイムシ

フトを生み，結果的に就労支援の多様化を加速させるきっ

かけとなった．特に IPSは，この理論を構造の中核に取り

入れ，現行のモデルでは，職場選びや就労継続において利

用者の好みやストレングスを最優先することを支援の最重

要項目としている．同時に，近年の当事者（患者）‒支援者

（治療者）関係の変化も就労支援，特に IPSの開発には大

きな影響を与えた．従来型の治療者から治療方針が下され

るパターナリズム，十分な説明を行い同意のもとでサービ

スを提供するインフォームドコンセントを経て，当事者，

支援者双方が異なる価値観を共有し，時間をかけながら合

意形成を行う共同意思決定（shared decision making：

SDM）が就労支援を含む精神科リハビリテーション領域

に取り入れられるようになった3,18）．SDMを重視し，本人

精神経誌（2023）第 125巻　第 8号
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の価値観や好みにマッチングした職業選択をすることで，

就労満足度や継続率が高まる可能性が指摘されている10）．

これら新しい概念の普及は，権利擁護運動を後押しし，強

い影響力をもち，各州に支部をもつ米国精神障害者家族連

合会（National Alliance on Mental Illness：NAMI）が，

精神障害者の権利の回復，スティグマ軽減のための運動の

一環で，一般就労を支援する IPSの普及を後押ししたとい

う経緯もある6）．

3．	地域精神保健アプローチの進歩

　ACTは多職種で地域の精神障害者を支援するというモ

デルの普及に大きく貢献した19）．このいわゆるmultidisci-

plinary treatment（集学的治療）の形態は現在に至るまで

community‒based careの基本形として広く受け入れられ

ている．しかし，ACTは生活支援に特化する傾向があり，

就労支援での有効性は再現性をもって確認できなかったこ

と，米国では独立した ACTチームに他の治療者や支援者

が支援依頼者を紹介するという煩雑な手続きを要すること

が多かったため，就労支援の依頼を ACTチームに積極的

に行うという流れは生まれなかった12）．逆に，上記multi-

disciplinary treatmentチームを，精神保健センターや医療

機関内で結成し，24時間支援体制のもと，急性期緊急対

応，生活・居住支援，家族心理教育，併存障害を含む治療

（薬物依存など），ピアサポート，そして IPS就労支援をも

カバーする多機能，包括型の支援形態が主流となっていっ

た12,17）．著者が視察を行ったベルモント州の精神保健セン

ター Howard Centerも，チームスーパーバイザー，精神科

医，精神科看護師，ケースマネージャー，居宅支援員，ピ

アサポーター，IPS就労支援専門員からなる多職種支援

チームを複数運用し，定期的なカンファレンスを行うこと

で情報を共有しながら地域支援全般をカバーする commu-

nity rehabilitation and treatment programを展開してい

た17）．表では，精神保健の新しい概念の勃興，普及に呼応

して，ベルモント州における治療・支援形態，提供される

場の移り変わりが見てとれる．

4．	治療の進歩

　特に統合失調症の薬物療法の進歩は就労支援にも大きな

影響を与えた．抗精神病薬は，鎮静作用や錐体外路系副作用，

さらには認知機能障害などを誘発することがあり，これらが

就労の妨げになるケースは少なくなかった．第二世代抗精

神病薬の開発と普及，それらの持効性注射薬の導入などは，

一般企業での就労を支援する IPSのような就労支援にとっ

ては特に大きな助けとなった．また，先に述べたSDMは，

服薬や薬剤選択においても当事者の好みや価値観を尊重す

る姿勢を重視するので，就労を希望する者，あるいは就労

中の者にとって，自ら選択し服用するという意識につなが

り，服薬コンプライアンスが向上すると期待される20）．

特集　林：IPS の開発と導入

表　米国の精神保健の変遷（ベルモント州の例）

1950 年代 1960～1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年代 2010 年以降

治療・支援内容
精神科病院への

収容
雇用なし，保護的
労働（院内作業）

過渡的雇用
（短期，一過性）， 

作業訓練，
就労移行

就労支援，
障害者雇用

IPS，
一般雇用の実現

IPS，リカバリー
のための一般就労

支援環境 隔離 分離 保護的 一部地域 地域主体 地域，職場

治療・支援を
受ける人の立場

患者 患者 利用者 利用者
クライアント
（受給者）

個人，求職者

施策に影響した
モデル

医学 医学，管理，保護 コミュニティ 生活 リカバリー

パーソン・セン
タード・ケア，
リカバリー，

協働ケア

治療・支援の特徴 隔離，隔絶 危険回避，保護
危険回避と保護，
人権擁護運動の

勃興

人権擁護，
インフォームド・

チョイス

共同意思決定
（SDM）

ピアサポート，
ナチュラル
サポート

IPS 導入には，支援環境や支援モデル，治療・支援関係の変化など複数の要因の変化が影響している．本邦でも同様な変遷をたどっている
が，現状は米国の 1980～1990 年代に近いと考えられる．2010 年以降は，IPS の一般就労支援はあくまでも手段であり，本質的な目的は
リカバリー実現という考えに至っている．また，近年では，支援者のみが支援するという立場を離れ，職場の同僚や家族を含めた周囲の市
民が交流のなかで結果的に支援するというナチュラルサポートという概念が定着しつつある．
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Ⅲ．IPS の普及

　IPSの開発，研究，そして普及においては，Drake, R. E.，

Becker, D. R.，Bond, G. R.らのグループがパイオニアとし

て重要な役割を果たした．上記のような，制度上の課題に

直面し，精神保健モデルの転換を求められた時期に，Dart-

mouth精神医学研究所で community psychiatryを研究し

ていた精神科医である Drakeは重度精神障害者のための

supported employmentの開発に着手した3）．まずパイロッ

ト的に当時ニューハンプシャー州の精神科デイケアのセン

ター長であった Beckerに協力を依頼し，今の IPSの原型

となる支援を 1989年に試みた．著者は，研究者である

Bond氏を交えた，この 3名から当時の話を直接聞く機会

に恵まれたが，当初から IPSの効果は画期的であったが，

一方でその普及への道のりは決して平坦ではなかったこと

も彼らの話から理解できた．彼らが IPSを試作し導入し始

めた頃，周囲から聞かされた声をまとめた興味深いスライ

ドを提供いただいたので図 2として紹介する．IPS型支援

にて Beckerらのデイケア利用者の約半数が 3年以内に

パートタイムも含めた一般企業での仕事に従事でき，この

効果を認めた当事者や支援者の希望で他の一部のデイケア

でも同様な取り組みが導入された3）．一方で，多くの支援

者はこの効果に懐疑的であり，「前例がない」　「危険を伴

う」という反対意見が聞かれた．しかし，Drake，Becker，

Bondらのエビデンスを重視した科学的アプローチは説得

力をもち，次第に実践者，行政，家族会の間で理解が進み，

2000年代以降，IPSは広く受け入れられるようになった7）．

さらに，IPSの実践者が中心となり，学習や意見交換の場

として IPS Learning Community学会が 2002年から毎年

主催されるようになり，2017年からは国際化し国外の実

践者，行政官，当事者，研究者も参加できるようになっ

た7）．彼らの立ち上げた IPS Employment Centerのホーム

ページ11）では，IPSに関する情報，学習資料，研究データ

が広く公開され，誰でも活用できるように配慮されている．

お　わ　り　に

　ここでは，IPSが開発され導入された経緯とそれに影響

した因子について論じた．IPS導入の初期プロセスは，ま
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図 2　IPS 導入当初の周囲の声
IPS がニューハンプシャー州，ベルモント州などで導入し始められた頃，周囲からは懐疑的な声が多く
聞かれた．しかし，支援効果の科学的検証データや良好なアウトカムが認知されるにつれて，周囲の反
応は変化していった．その当時の実践者，家族，当事者から聞かれた声をまとめたスライド．

（ベルモント州精神保健局 Flint, L.から供与されたものを日本語訳した）
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ず train‒place modelの課題が当事者，家族，研究者，行政

の間で共有されることであったが，そこで力を発揮したの

は，精神科リハビリテーション領域では稀有であるエビデ

ンスによる説得であった．ただし，place‒train modelに注

目が集まった理由はそれだけではない．単一モデルだけで

は当事者のニーズの一部しかカバーできず，就労支援には

複数の選択ができるモデルが必要であるという至極当然の

理屈から注目と同意が得られたといえる．

　その他，リカバリーやストレングスモデルといった精神

保健全般に影響を与えた概念の勃興も IPSを生む大きな原

動力となった．本人の好みやストレングスを中心におき，

人生の目標を再構築するというこれらモデルに息づく考え

は，就労支援と好相性であるだけでなく，一般就労支援の

効果そのものを向上させた．治療が向上し，以前と比べ精

神障害を経験した人がより多く地域で生活できる社会とな

り，また彼らを多職種で支援するという精神保健福祉支援

体制が整うなかで，地域との真の共生を図り，スティグマ

の解消を進めるうえで，一般就労支援は避けて通れない時

代となっている．これは，欧米諸国のみならず，本邦でも

疑いようのない事実である．その流れのなかで，IPSのよ

うな支援が求められ，普及するのは必然といえるのではな

いだろうか．

　なお，本論文に関して開示すべき利益相反はない．
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Development and Implementation of IPS：
A Long Winding Road

Teruo HAYASHI

Seiwakai Nishikawa Hospital

　　IPS（Individual Placement and Support）is based on the place‒train model developed in 

the United States since 1990s, in contrast to the train‒place model（train＝training, place＝
employment）that is mainstream in Japan. In the place‒train model, pre‒employment training 

is not required, and employment at a company in the community is aimed at an early stage, and 

individual support is provided after employment（i. e., supported employment）. Until the end 

of the 1980 s, support provided to people with severe mental disabilities in the United States 

was mainly sheltered workshops or institutional work. Subsequently, many social security sys-

tems were introduced to secure the employment of persons with disabilities, such as employ-

ment promotion for handicapped persons and tax incentives. Ironically, these approaches were 

however suggested to raise the risk of increasing the number of people dependent on security 

systems. Consequently, the supported employment model was recommended with the aim of 

gaining workers at companies in the community. At the same time, the theory of recovery and 

the strength model that emerged from social work spread, and IPS was established as a novel 

supported employment system for people with severe mental disabilities that incorporated the 

new concept of respecting the preferences and wishes of the person with disabilities. Therefore, 

what is emphasized in the relationship between users and supporters is shared decision making

（SDM）rather than informed consent. IPS is gaining momentum internationally, and is being 

institutionalized in developed countries. Although it has not yet been institutionalized in Japan, 

it shows a high general employment rate similar to those in Europe and the United States, such 

as about 2.5 times that of conventional employment support, and 50 to 60％ of users are 

employed by companies, has been reported. It is hoped that IPS will continue to spread and 

expand in practice in Japan.
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